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（別紙）

愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議

（令和５年度第１回）

１ 日 時 令和５年５月３１日（水）

午前１０時から午前１１時３０分まで

２ 場 所 愛知県本庁舎 正庁

３ 議 長 愛知教育大学教育学部特別教授 土屋 武志
つち や たけ し

４ 本年度の諮問事項

長期欠席者等にかかる選抜方法の在り方について

５ 会議の結果

(1) 諮問事項について専門員会に付託した。

(2) 令和５年７月下旬を目途に今年度のまとめを行うこととなった。
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諮問事項

長期欠席者等にかかる選抜方法の在り方について

○ 諮問理由

平成25（2013）年度の本協議会議において、長期欠席者を対象とする入学者選抜の在り方に

ついて諮問し、不登校などで欠席日数が多いが、高等学校に進学する意志の強い生徒に配慮す

る方法について協議した。その結果、全日制課程一般選抜、定時制課程及び通信制課程の全校

・全学科において、平成26（2014）年度入学者選抜から長期欠席者等にかかる選抜方法を導入

することとした。

この選抜方法では、中学校等を卒業する見込みの者を対象に、第３学年における欠席等の日

数（生徒指導要録上は出席扱いとなっている別室登校の日数や、学校外の教育支援センター等

で相談・指導を受けた日数を含む。）が出席しなければならない日数の半分以上の者が申請で

きることとし、選抜に当たっては、申請者それぞれの事情に配慮し、面接は個人面接とすると

ともに、調査書の評定は参考として取り扱うこととした。

愛知県の中学校における不登校生徒の人数は、平成25（2013）年度は6,605人であったが、

令和３（2021）年度は11,352人となっており、近年は特に増加傾向にある。こうした中、文部

科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年10月25日付け元文科

初第698号）では、高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校生徒を、高等学校入学者選抜に

おいて適切に評価することや、中学校卒業時に高等学校へ進学しなかった者等への支援の必要

性が示された。

また、同通知では、義務教育段階の不登校生徒が自宅でＩＣＴ等を活用した学習活動を行っ

たとき、それが計画的な学習プログラムによるものであり、円滑な学校復帰と自立を助ける上

で有効・適切である等の要件を満たしている場合は、当該生徒の努力を学校として適切に判断

し、指導要録上は出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができるとされた。

不登校生徒に関するこうした状況の変化に加え、「ＧＩＧＡスクール構想」により学校教育

におけるＩＣＴ環境の整備が急速に進んだことを踏まえて、長期欠席者等にかかる選抜方法の

在り方について改めて検討する必要がある。
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愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議開催要綱

第１ 趣 旨

愛知県公立高等学校入学者選抜方法について研究協議をするため、愛知県公

立高等学校入学者選抜方法協議会議（以下会議という。）を随時開催する。

第２ 構 成

会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学識経験者、一般有識者

(2) 公立高等学校の校長及び教諭

(3) 市町村立小中学校の校長及び教諭

(4) 市町村教育委員会関係者

(5) ＰＴＡ関係者

第３ 議長及び副議長

(1) 会議には議長及び副議長をおく。

(2) 議長及び副議長は、委員のうちから互選する。

(3) 議長は会議を主宰する。

(4) 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

第４ 会議の招集

会議は県教育委員会教育長が招集する。

第５ 幹 事

会議には幹事をおく。幹事は会議の事務について委員を助ける。

第６ 専 門 員

会議には、専門の事項を調査する必要があるときは専門員をおくことができ

る。

第７ 意見聴取

会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聞く

ことができる。

第８ 会議の公開

会議は、議長の判断により、会議の一部又は全部を公開しないことができる。

会議を公開する際の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第９ 会 議 録

会議は、会議録を作成し、その保存期間は５年間とする。

第10 雑 則

この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は県教育委員会

教育長が定める。

附 則

この要綱は、昭和４８年５月１１日から実施する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月２６日から実施する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月２５日から実施する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月２８日から実施する。
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令和５年度愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議

委 員 名 簿 （順不同・敬称略）

愛知教育大学教育学部特別教授 土 屋 武 志

名古屋大学教育基盤連携本部特任教授 林 誉 樹

名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 石 井 秀 宗

愛知教育大学教育学部特別教授 飯 島 康 之

名工学園理事長 林 文 敏

トヨタ自動車株式会社人事部技能系人事室採用グループ長 高 嶋 忠

名古屋銀行人材開発部人事グループ係長 伊 藤 奈々代

愛知県地域婦人団体連絡協議会副会長 鈴 木 みどり

愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会長 石 井 利 和

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会長 濱 出 研 介

名古屋市教育委員会教育長 坪 田 知 広

東海市教育委員会教育長 加 藤 千 博

田原市教育委員会教育長 鈴 木 欽 也

愛知県立旭丘高等学校長 小 林 整 次

愛知県立明和高等学校長 小 島 寿 文

名古屋市立菊里高等学校長 水 野 基 行

愛知県立新城有教館高等学校長 牧 野 美 和

幸田町立坂崎小学校長 都 築 孝 明

名古屋市立丸の内中学校長 鈴 木 健

名古屋市立田光中学校長 髙 橋 美 行

豊橋市立牟呂中学校長 石 積 紀 尚

愛知県立豊明高等学校教諭 加 藤 聡 也

名古屋市立工芸高等学校教諭 加 藤 司

豊橋市立南陽中学校教諭 佐 藤 勝 利

名古屋市立大森中学校教諭 河 上 賢 太
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令和５年度愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議専門員会

専 門 員 名 簿 （順不同・敬称略）

愛知教育大学教育学部特別教授 飯 島 康 之

愛知教育大学教育学部教授 梅 田 恭 子

愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会副会長 川 端 安 利

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長 永 田 千 佳

愛知啓成高等学校校長 足 立 三千夫

愛知県立明和高等学校長 小 島 寿 文

愛知県立守山高等学校長 井 上 惠 介

愛知県立城北つばさ高等学校長 鈴 木 孝 文

愛知県立津島高等学校長 川 手 文 男

愛知県立稲沢東高等学校長 松 原 正 明

愛知県立一色高等学校長 手 嶋 修 一

名古屋市立桜台高等学校長 内 木 泰 志

名古屋市立田光中学校長 髙 橋 美 行

豊橋市立牟呂中学校長 石 積 紀 尚

春日井市立松原中学校長 井 手 春 彦

愛知県立豊田南高等学校教諭 堀 直 予

名古屋市立北高等学校教諭 石 川 哲

江南市立布袋中学校教諭 磯 部 健 一

弥富市立弥富中学校教諭 佐 藤 雄 太

名古屋市立大江中学校教諭 松 﨑 大 河

名古屋市立植田北小学校教諭 森 義 裕


